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泉南市教育委員会令和２年第３回定例会会議録 

 

 

（１）日時・場所 

    令和２年３月 25 日（水） 

    午後３時 00 分 開会   午後４時 30 分 閉会 

    泉南市役所 大会議室において 

 

（２）教育委員会出席者 

    古川 聖登   教育長 

    片木 哲男   教育委員会委員（教育長職務代理者） 

    薮内 進    教育委員会委員 

    栁澤 泰志   教育委員会委員 

    太田 淳子   教育委員会委員 

 

（３）事務局出席者の職氏名 

    岡田 直樹   教育部長 

    稲垣 豊司   教育部参与 

    阪上 浩之   教育部次長兼人権教育課長 

    桐岡 秀明   教育総務課長 

    西本 隆志   生涯学習課長 

    岡坂 吾一   文化振興課長 

    岩崎 誠    学務課長 

    新納 孝啓   指導課長 

    山口 雅美   教育部参事（青少年センター館長） 

 

 

（４）休憩・遅刻等について 

     

 

（５）会議録署名者の氏名 

    古川 聖登 

    太田 淳子 
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泉南市教育委員会 令和２年第３回定例会 議事日程 

令和２年３月 25 日（水）午後３時 00 分 開会 

泉南市役所 大会議室 

日程番号 議案等の番号 件     名 

 

 

日程第１ 

 

日程第２ 

 

日程第３ 

 

日程第４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第５ 

 

日程第６ 

 

日程第７ 

 

日程第８ 

 

日程第９ 

 

 

 

 

 

 

報告第１号 

 

報告第２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１号 

 

議案第２号 

 

議案第３号 

 

議案第４号 

 

議案第５号 

開   会 

 

会議録の承認 

 

会議録署名者の指名 

 

教育長報告 

 

事務局報告 

（１）泉南市青少年指導員設置要綱の一部改正について 

（２）泉南市青色回転灯装備防犯パトロール支援事業補助 

   金交付要綱の一部改正について 

（３）令和２年度大阪府泉南市一般会計予算（教育委員会 

   所管分）について 

（４）令和元年度全国体力・運動能力調査結果について 

（５）令和元年度中学生チャレンジテスト結果について 

（６）新型コロナウイルス対応について 

 

泉南市スポーツ推進委員の委嘱について 

 

泉南市立青少年センター運営委員会委員の委嘱について 

 

泉南市教育委員会規則及び泉南市事務分掌規則の一部を

改正する規則の制定について 

令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算に係る要求

（案）（教育委員会所管分）について 

学校教育の重点施策について 

 

その他 
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午後３時 00 分開会 

○古川教育長 ただいまから、泉南市教育

委員会令和２年第３回定例会を開催いたし

ます。全員出席していただいておりますの

で、定足数に達しております。会議は適法

に成立いたしました。 

 これより、日程に入ります。 

 日程第１、会議録の承認についてお諮り

します。令和２年第２回定例会会議録は、

既に案として委員の皆様に配付をいたして

おりまして、確認をしていただいておりま

すので、原案のとおり承認することに御異

議ございませんか。 

 全員異議なしと認めます。 

 よって、令和２年第２回定例会会議録は

承認することに決定いたしました。 

 次に、日程第２、会議録署名者の指名を

行います。本日の会議録署名者は、教育委

員会会議規則第 12 条第２項により、教育長

のほかに教育長において太田委員を指名い

たします。 

 次に、日程第３、報告第１号、教育長報

告を議題といたします。 

 令和元年度が今月で終わり、３月市議会

も終了いたしました。さて、ことしは年頭

から、新型コロナウイルスの影響により、

さまざまな対応が求められました。このよ

うなときこそ、組織の力が試されるところ

です。教育委員会は、学校園長を始め、教

育関係者が一丸となって、この難局に対処

しております。御存じのとおり、３月２日

から 24 日まで、実質 16 日間にわたる休校

措置、臨時子どもの居場所づくり事業の立

ち上げ、卒業式や終業式の縮小実施など、

この３月は特に目まぐるしい対応がござい

ました。今のところ、泉南市内での感染者

は確認されていませんが、今後も油断でき

ません。また、世界に目を向けますと、ま

るで戦時下のような厳戒態勢が敷かれてお

り、入国制限などで、ＪＥＴプログラムで

来日を予定している青年たちにも大きな影

響を及ぼしそうです。当たり前は、当たり

前ではなく、多くの方々の努力と平和な社

会の維持によって成り立っていることを、

大人も子どもも再認識したのではないでし

ょうか。 

 さて、本日の報告では、昨日閉会した泉

南市議会において決定される令和２年度予

算について、決定事項の報告をさせていた

だく予定でした。しかし、報道等で御存じ

のとおり、予算案は否決され、現在、市民

の生活や子どもの教育に悪影響が出ない範

囲で、暫定的な予算の編成が行われている

状況でございます。泉南市の子どもたちの

ために、ＪＥＴプログラムを始め、各種新

規事業を盛り込んでおりましたが、それら

が予定どおり実施できるかは不透明な情勢

です。大変残念です。しかし、４月からの

学校は、文部科学省通知で示されたチェッ

クリストなどをもとに再開をすることとい

たしました。始業式や入学式も、卒業式同

様、規模、時間を縮小して実施することと

なるでしょう。これについては、本日付け

で発出する文書を机上にお配りしておりま

す。 

 私たちは、子どもたちがこれからの時代

をたくましく生き抜いてほしいと願ってい

ますが、その前に、私たち自身が、そうし

ていくことが大前提でございます。ボーッ

と生きているわけにはいかないのです。子

どもたちを守り、学校教育が正常に行われ

るように、市民の憩いの場や、スポーツの

楽しみ、文化の営みを守っていくために、

私たちは何をするべきなのか。マニュアル

も前例もありません。新しい季節を迎える

前には、それを告げる嵐がつきものです。

ＪＥＴプログラムを始めとする新時代の幕

開けにも、もう一度原点を確認するような

嵐が吹いているような気がしてなりません。

時代は大きく変化しております。特にＩＣ
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Ｔ教育は、もはや不可欠ものとなってきま

した。子どもたちだけはなく、私たち教育

委員一人一人も新しい時代に対応して、Ｉ

ＣＴの力を上げていきたいと思っておりま

す。 

 私も、まもなく就任から１年が経ち、こ

れまでの懸案事項への対応はもちろんです

が、もう１つ、教育委員会をつくるぐらい

の勢いで、新年度をスタートしたいと決意

しております。教育委員各位におかれまし

ても、これまで以上に御協力いただき、ス

ピードについてきていただきたいと存じま

すので、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上でございます。 

 ただいまの報告に対し、御質問・御意見

等はございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、次に、日程第４、報告第２号、

事務局報告を議題といたします。西本生涯

学習課長から、泉南市青少年指導員設置要

綱の一部改正について、報告をお願いしま

す。 

 西本生涯学習課長。 

 

○西本生涯学習課長 私から、事務局報告

（１）、泉南市青少年指導員設置要綱の一部

改正について、報告申し上げます。 

 改正の理由につきましては、このたび地

方公務員法の改正により、非常勤の特別職

の位置づけが明確化され、本市において、

これまで非常勤の特別職として位置づけて

おりました青少年指導員については、地方

公務員法上、特別職に該当しなくなりまし

た。つきましては、本市においても、４月

からは有償ボランティアとして位置づけを

行うものです。 

 それでは、改正点につきまして、御説明

申し上げます。 

 要綱の裏面、新旧対照表をごらんくださ

い。 

 まず、第２条第２号です。こちらは改正

に伴いまして、文言の整理を行わせていた

だいております。 

 続きまして、第３条です。先ほどの提案

理由でもお話ししましたとおり、今般の地

方公務員法の改正により、非常勤の特別職

の位置づけが明確化され、青少年指導員に

ついては、これに該当しないことから、新

たに制度が設けられた会計年度任用職員と

して位置づけるのか、他市同様の有償ボラ

ンティアの位置づけとするのかの検討を行

わせていただきました。その結果、本市に

おいては他市の事例に倣い、有償ボランテ

ィアとして位置づけるという判断をさせて

いただいたものでございます。 

 第４条、災害補償です。これまでは、特

別職ということで、公務災害が適用されて

おりましたが、今後は、大阪府社会福祉協

議会のボランティア保険に加入していただ

くという形になります。 

 続きまして、第７条の任期ですが、これ

まで同様、２年としています。内容的には

変わりませんが、文言の整理をさせていた

だきました。 

 恐れ入りますが、訂正がございます。資

料表面の、第７条の１行目、裏面の新旧対

照表では改正後の第７条２行目の「指導員」

という文言ですが、こちらを「青少年指導

員」と訂正をお願いいたします。 

 最後に、第８条、報酬についてです。こ

れまで報酬及び費用弁償条例によって年額

２万 2,000 円と定めておりましたが、こち

らは条例から削除します。そのため、本要

綱において、新たに追加するものでありま

す。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、説明

とさせていただきます。 

 

○古川教育長 ただいまの報告に対し、御

質問・御意見等はございませんか。 
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 よろしいでしょうか。 

 次に、新納指導課長から、泉南市青色回

転灯装備防犯パトロール支援事業補助金交

付要綱の一部改正について、報告をお願い

します。 

 新納指導課長。 

 

○新納指導課長 それでは私から、事務局

報告（２）、泉南市青色回転灯装備防犯パト

ロール支援事業補助金交付要綱の一部改正

について、報告いたします。 

泉南市では、小学校区に１台ずつ青色回

転灯装備防犯パトロール車、通称「青パト」

を配置しております。そして、その「青パ

ト」を使用し、子どもの登下校時の巡回な

どの活動を実施していただいている団体が

各学校区にございます。その団体に対して、

教育委員会から毎年補助金をお渡ししてい

ます。 

改正内容は、資料の 11 ページ、様式第７

－１号、パトロール活動報告書、こちらを

新たにつけ加えるということでございます。

これまでも、活動計画に基づいた決算報告

等をいただいておりましたが、活動内容に

ついて、もう少し詳細にいただけたらとい

うことで、本様式を新たに加えることにな

りました。 

 特に報告いただきたいところは、１年間

で、どれぐらいの走行距離があるのかとい

ったところでございます。 

 以上です。 

 

○古川教育長 ただいまの報告に対し、御

質問・御意見等はございませんか。 

 現在、各小学校区に１台ずつ、合わせて

10 台で活動していただいているというこ

とですね。 

 新納指導課長。 

 

○新納指導課長 はい。 

 

○古川教育長 よろしいですか。 

 次に、桐岡総務課長から、令和２年度大

阪府泉南市一般会計予算（教育委員会所管

分）について、報告をお願いいたします。 

 桐岡教育総務課長。 

 

○桐岡教育総務課長 それでは、事務局報

告（３）、令和２年度大阪府泉南市一般会計

予算（教育委員会所管分）について、御説

明させていただきます。 

 令和２年度一般会計予算につきましては、

１月に開催した教育委員会第１回定例会で、

教育委員会からの予算要求案を説明させて

いただきました。その要求案をもとにして

調整した結果として、資料を今回配付させ

ていただいております。 

 配付資料の確認をお願いします。 

 まず、資料１が、令和２年度当初予算措

置額一覧（主なもの）です。こちらは、令

和２年度の各所管課ごとの当初予算の額、

平成 31 年度の予算額、比較の増減、新規、

廃止など、主な事業を掲載しております。

なお、一番右側の欄の主な事業内容の欄に

は、要求が通って予算化される予定であっ

た主な事業については、ゴシックで太字と

アンダーラインをつけております。 

 それでは、配付しております資料につき

ましては、資料２、これが泉南市予算案の

あらましになります。こちらは、泉南市全

体の予算案の概要について、一般会計予算

の内容を中心に取りまとめたものでござい

まして、教育関連の予算につきましては、

15 ページ、17 から 18 ページが教育費、25

ページに主な普通建設事業等という形で、

教育費関係が載っております。それから、

26 ページに主な新規・拡充事業という形で、

教育費関係が載っております。 

 それと、泉南市予算書及び予算説明書の

抜粋という形で、資料３、第１表歳入歳出
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予算、資料４、歳入歳出予算の事項別の明

細書、資料５、歳入予算説明書、それと、

最後、資料６が、歳出予算の説明書です。

資料６につきましては、教育委員会の関連

のみとなっております。 

 本来であれば、資料１、令和２年度当初

予算措置額一覧に基づいて、内容を説明さ

せていただくところでございますけども、

先ほど教育長からの報告にもありましたと

おり、昨日の議会で、令和２年度予算につ

きましては否決されましたので、この度、

こちらの予算案をもとにして、令和２年の

４月から６月までの３か月間の予算を暫定

的に組む形となってまいります。これから

作業を行う暫定の予算につきましては、こ

の令和２年度当初予算案をもとにして、原

則として、４、５、６月の３か月分の予算

を計上すること。これは１年のうちの３か

月ですので、約４分の１になります。例外

として、年間の経費を年度初めに支払う必

要があるものについては、全額計上します。

また、７月以降に支払いが必要になるもの

につきましては、計上しません。このよう

な大まかなルールのもと、暫定予算を調整

していく形となってまいります。その後、

暫定予算につきましては、地方自治法に基

づきまして、議会の議決や決定を経ずに、

みずから専決するという流れとなってまい

ります。 

 令和２年度大阪府泉南市一般会計予算

（教育委員会所管分）につきましての説明

は以上でございます。 

 

○古川教育長 少し補足します。３月の上

旬からきのうまで市議会が開かれておりま

して、各種委員会におきましても活発に御

審議いただきました。その中で、今回の予

算の目玉は何かという市長への御質問に、

市長からは、「ＪＥＴプログラムです。」と

いうふうに、答えていただきました。その

くらい教育委員会のみならず、市としても、

今回のＪＥＴプログラムについては、力を

入れて、この予算が組まれています。 

 そのようなことで、予算案そのものにつ

いては否決されたわけですが、市民が期待

している事業については、実施できるよう

にしてまいりたいと思います。また、６月

市議会にも、令和２年度補正予算案につい

て審議されることになりますので、引き続

き、各種事業については実現していくよう

にしてまいりたいと思っております。 

 ただいまの報告に対し、御質問・御意見

等はございませんでしょうか。 

 片木委員。 

 

○片木委員 暫定予算ということですけど

も、一番の目玉は、私もこの資料を見てお

りましたら、ＪＥＴプログラムが一番の目

玉ということは、非常によくわかります。 

しかし、暫定予算の中で、海外からＡＬ

Ｔの方々が来られるわけですけども、６月

で予算が認められた場合、それは問題なく

実現するのでしょうが、３か月間、約４分

の１しか執行できない中で、ＡＬＴを海外

から呼んでくるというようなことは、実際

どういう形で行われるのですか。 

 

○古川教育長 岡田教育部長。 

 

○岡田教育部長 全ての予算が否決され、

４月から６月までの暫定予算を組みます。

予算全否決ですので、人件費に関する部分

もゼロで、我々の給料もゼロになるわけで

はありません。それと同じ理屈で、ＪＥＴ

プログラム自体は必要な事業なので、それ

にかかる人件費に当たる部分は、４、５、

６月で必要なＡＬＴの人件費と、来日に必

要な招聘
へい

費用について、６月までに支払う

べきものは、この暫定予算に計上して対応
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していきます。よろしくお願いします。 

 

○片木委員 そうしたら、二十何名ですか。

その方々が日本には来られるというふうに

理解していいでしょうか。 

 

○古川教育長 岡田教育部長。 

 

○岡田教育部長 今のところ予定としまし

ては、そう考えております。ただ、４月当

初から来る予定であった方が 11 名です。一

部、教育長報告にもありましたけれども、

新型コロナウイルスの影響で、やや遅延と

か、４月予定が９月にずれ込むというよう

なことがございますので、４月当初から全

ての方が予定どおりに来られるかというの

は、今はまだわからない状況です。 

 

○古川教育長 よろしいでしょうか。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 栁澤委員。 

 

○栁澤委員 新型コロナウイルスが世界的

に蔓延している影響で、今後の情勢が全く

読めない状況ですが、例えばＪＥＴプログ

ラムに関して、当初の予定と変わってしま

い、想定していた人数よりも来日できなか

った場合、支出することがなくなってしま

うじゃないですか。この第一四半期の予算

については、収支が合わせにくいと思うん

ですけど、その辺は最大どれくらいかかる

のか想定されているのですか。 

 

○古川教育長 岡田教育部長。 

 

○岡田教育部長 我々の会計年度の考え方

は、通年で考えてございまして、この年に

27 名招致するといったことで、赴任してい

ただく経費が、４月に発生しても、それを

支払うのが、５月までに支払うのか、それ

とも年度末で払うのかということで、時期

はずれるかもしれませんが、年度内に 27

名を、１人１回お招きするっていう形でい

えば、実際に経費の増減っていうのは、あ

まりないものと考えております。ただ、４

月に支払うべき着任してからの給与分が、

４月に着任できなかった場合、１か月分は

かからないといったところはございます。 

 以上です。 

 

○古川教育長 ほかにございますでしょう

か。 

 薮内委員。 

 

○薮内委員 さまざまな国から来日される

と思うんですけども、入国の際に、新型コ

ロナウイルスに関する検査はするのですか。 

 

○古川教育長 その件につきまして、ＣＬ

ＡＩＲ（自治体国際化協会）に問い合わせ

をしましたところ、ＪＥＴプログラムの外

国青年として来日する方の国の多くが、出

国制限や、入国制限がかかっている状況で、

国によっては、外出禁止になっている国も

あるとのことです。４月に来日される青年

は、例年 200 人ぐらいいますが、その方々

について、来日時期を変更するなど、そう

いった措置がとられる可能性が高いと言っ

ておりました。ただ、皆さん日本に行きた

いという強い希望を持ってらっしゃる方々

ばかりですので、いつでも私どもは受け入

れる用意がありますというふうには伝えて

あります。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 プログラミング教育につきましても、予

算案に上げておりますが、今十分に御説明

することが難しい状況です。 

 ワールドマスターズゲームズ関係の予算

も上げておりますが、これも、御存じのと
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おりオリンピックが延期になりましたので、

その影響を受ける可能性が大変高いと言わ

れておりまして、現在、確認中でございま

す。 

 それでは、次に、新納指導課長から、令

和元年度全国体力・運動能力調査結果につ

いて及び令和元年度中学生チャレンジテス

ト結果について、報告をお願いします。 

 新納指導課長。 

 

○新納指導課長 では、私から、事務局報

告（４）、令和元年度全国体力・運動能力調

査結果について、報告いたします。 

 令和元年度体力・運動能力調査が、５月、

６月ごろに各学校で実施されました。上段

が小学５年生、下段が中学２年生の結果を

まとめております。比較の欄につきまして

は、泉南市と全国、大阪府との比較で、二

重丸、一重丸、バツという形で示している

ところです。 

 全般的に見ていただきますと、ごらんの

とおり、小学５年生については、全国を上

回っている種目もあったり、大阪府を上回

ってる種目もあり、よく頑張ってくれてい

る結果になっております。しかし、中学２

年生については、バツ印が並んでおりまし

て、芳しくない結果でございます。 

 残念な結果なんですけれども、これまで

も中学生になると、なかなか結果が芳しく

ないという傾向が続いております。また、

体育科教員の方々とも、こういった要因に

ついては、改めて分析をした上で、体力に

ついて、少しずつ向上していけるような取

組を進めていきたいと考えているところで

ございます。 

 続きまして、事務局報告（５）令和元年

度中学生チャレンジテスト結果について御

報告します。例年行われているチャレンジ

テストですが、１、２年生につきましては、

令和２年１月９日に、３年生は、令和元年

６月 19日に実施されました。対府比という

ことで、府との比較をパーセントで示させ

ていただいております。その対府比の下段

については、昨年度の対府比とも並べて比

べられるように表を構成させていただいて

います。中学１年生、３年生については、

昨年度の中学１年生や３年生に比べると、

対府比でいうと、厳しい結果であります。

一方、２年生については、昨年度の２年生

よりは健闘してくれているのかなというと

ころです。 

 この結果も、学年によって、多少でこぼ

こがあるところがございまして、急にジャ

ンプアップというのも難しいかもしれない

ですが、粘り強く学力向上の取組について

は続けていきたいと考えています。 

今年度も、各学校の授業の様子、子ども

たちの雰囲気など、実際、見にいかせてい

ただく中では、よくなってきているという

手応えは確かにあるんですけれども、なか

なかテストの数字には、まだ結びついてい

ません。現在先生方が努力していただいて

るところを粘り強く続けていただき、我々

も、それをしっかりサポートさせていただ

きたいというふうに考えているところです。 

 令和２年度のチャレンジテストにつきま

しては、一番下段のところに書かせていた

だいておりますが、実施予定がこのような

形で示されております。チャレンジテスト

の日程については、特段変更等は今のとこ

ろは示されておりません。全国学力・学習

状況調査については、一旦４月の実施はな

いと通知されたところです。チャレンジテ

ストについては、実施予定で示されており

ますので、来年度についても、この形で実

施していきたいと考えているところです。 

 以上です。 

 

○古川教育長 少し補足します。体力・運

動能力につきましては、来年度、ＪＥＴプ
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ログラムで３人のＳＥＡ（スポーツ国際交

流員）を任用して、子どもたちの体育の授

業や部活動に関するモチベーションを上げ

ていきたいと思っているところでございま

す。チャレンジテストについても、ＡＬＴ

の導入によって、特に英語を中心とした学

力アップを、しっかりとやっていきたいな

と思います。今よりも、もっと伸びていく

ような、そういうことを期待しております。 

 ただいまの報告に関して、御質問・御意

見等はございませんか。 

 栁澤委員。 

 

○栁澤委員 新型コロナウイルスの関係が

ありましたけども、ことしの中学３年生の

受験の状況、皆さん進路は決まったのです

か。その辺教えていただけますでしょうか。 

 

○古川教育長 新納指導課長。 

 

○新納指導課長 まず、受験等の事柄なん

ですけれども、特に公立高校の一般選抜、

３月実施分は、臨時休業が始まってからの

実施というところで、我々も大変心配した

ところですが、結果的には、特段問題なく

実施していただいたところです。３年生の

子どもたちについては、個別に学校へ呼び、

進路指導をしたと聞いておりまして、特段

問題なく予定どおり実施、受験できたとい

うふうに聞いております。 

 結果につきましては、まだ報告をいただ

けていないところでして、各学校から、そ

れぞれの進路が決まっている状態かどうか

っていうところを、３月の終わりの時点で

報告いただくことになっておりますので、

また、報告させていただきたいと思います。 

 

○古川教育長 よろしいでしょうか。 

 ほかに御質問・御意見等はございません

でしょうか。 

 片木委員。 

 

○片木委員 チャレンジテストの結果につ

いてですが、これは、各学校、生徒本人、

保護者等、どの辺まで情報が共有できてい

るのですか。 

 

○古川教育長 新納指導課長。 

 

○新納指導課長 生徒につきましては、個

票という形で、自分のテストの結果や、泉

南市の平均、大阪府の平均がわかる形で結

果が示されます。また、自分自身の苦手分

野についてのアドバイスを記入された形で、

返却されています。１、２年生については、

この３月に結果が返ってきてるんですけど

も、年度末に懇談を実施していただいてま

すので、そういった中でお返しして、保護

者とも共有しているいると聞いています。 

 各学校につきましては、子どもたち一人

一人の個票のデータ及び学校全体として平

均値が示されています。同じように、泉南

市の平均、大阪府の平均も示されています。

そういった形で、学校にも情報が共有して

おります。 

 以上です。 

 

○古川教育長 よろしいでしょうか。 

 

○片木委員 はい。 

 

○古川教育長 そのほかございませんでし

ょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、次に、岡田教育部長から、新

型コロナウイルス対応について、報告をお

願いします。 

 岡田教育部長。 

 

○岡田教育部長 失礼します。新型コロナ
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ウイルス対応について、報告させていただ

きます。前回の教育委員会定例会が２月 25

日でした。そのときには、新型コロナウイ

ルスの感染拡大は、最悪のことも考えてい

る、検討しているということを申し上げま

したが、御案内のように、翌々日の２月 27

日に国から学校の休業に関する要請が出ま

した。それ以降、さまざまな取組をしてま

いりましたので、御紹介いたします。 

 事務局報告（６）の資料をごらんくださ

い。 

 まず、取組状況でございますが、１点目、

２月 27 日木曜日の国による休業要請を受

けて、翌週の３月２日月曜日から春休みま

での間、学校を臨時休校とさせていただき

ました。それまでの間に、翌日の 28 日金曜

日だけしか、もう子どもたちが学校に来る

ことができないということで、27 日の深夜

から、学校でも先生方が集まり、テストの

採点の結果をつけて、28 日に返していただ

くという大変な取組があったと聞いてござ

います。同様に国からの要請はありません

でしたが、大阪府では、幼稚園も同じよう

に休園としたということを受けまして、泉

南市につきましても、３月２日から幼稚園

も休園とさせていただきました。 

 臨時休校の間は、子どもたちは休校です

けども、教職員の方は勤務していただきま

した。３月４日発出の教育長だよりの中で、

先生方に家庭訪問をしていただくようお願

いしています。子どもたちが給食がなくな

ることによって、飢えることなくきちんと

食事をとっているか、健康に過ごしている

か、あるいは、家庭学習状況を確認するた

めの家庭訪問をお願いしていただいていま

す。 

 そういった取組が、こちらの文部科学省

の学校の臨時休業の実施状況、取組事例等

についてという資料に載っています。上の

段の一番中央に、泉南市の取組として、家

庭訪問での食事の摂取状況をしっかり確認

しているということを、国からも取り上げ

ていただきました。幸い食事がとれなくな

っているというような緊急性の高い報告は

ございませんでした。 

 続いて、１枚目の資料に戻っていただい

て、取組状況の黒丸の２つ目でございます。 

 臨時休校に伴いまして、保護者が急に子

どもの面倒を見ることができないというこ

とで、１人で家にいることが難しい児童の

受け皿として、学校休業の間、臨時子ども

の居場所づくり事業を実施しております。

これには昨日までの時点で延べ 3,242 名の

方が利用いただいております。具体的には、

市内 10 か所の留守家庭児童館を拠点とし

て、朝８時半から午後２時までを臨時子ど

もの居場所づくり事業としまして、午後２

時以降は、留守家庭児童館につないでいく

というような形でしてございます。過密状

態を避けるために、学校の協力もいただい

て、グラウンド、体育館、図書室、パソコ

ン教室などを利用させていただいたところ、

大変好評でした。運営するに当たって、留

守家庭児童館の職員や、私たち教育委員会

の職員を始め、市役所各部局に応援をいた

だき、対応していただきました。あと、期

間の後半には、先ほどの教育長だよりにも

あったように、学校の教員も、職務指示と

いうことで、参加いただいて対応していた

だいております。 

 臨時子どもの居場所づくり事業のお子様

の参加者数は、このＡ４横長の表でお配り

しております。 

 それから、非常に御心配いただいた卒業

式、卒園式でございますが、規模を縮小、

工夫した上で、全 16 校で実施させていただ

き、無事終えることができました。 

 資料をごらんください。式の内容につき

ましては、来賓の招待なし、保護者数も制

限、換気や座席の配置に配慮して実施しま
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した。一部を除くほとんどの学校園が、保

護者はお子様１名当たり２名まで参加でき

るという形で実施されました。小規模な学

校のみ在校生が参加していますが、ほとん

どの学校園で在校生は参加しないという形

になっております。 

 また、卒業式に関して、入口に消毒液を

置いたり、マスクの着用をお願いしたりと

いうことがありましたので、市のコロナウ

イルス対策本部から、学校園に対して、表

の右端のとおり、マスクや消毒液が配付さ

れました。このような配慮をしながら、式

を実施しました。 

 それから、１枚目の資料に戻りまして、

黒丸の４つ目です。この間、特に３月 16

日に、大阪府から、一旦教育活動を徐々に

戻していくという発表がありました。その

後、少し方針変更されましたが、我々も、

いつまでも子どもたちは家にいるだけでは

しんどいだろうということもあって、臨時

休校中ではありますが、３月 24 日だけを登

校日として終業式等を実施することといた

しました。無事に進めていただいたと聞い

ております。 

 学校園に関係では、このように対応して

おります。ほかに、４月に修学旅行を予定

している学校がございまして、そちらにつ

いては中止ではなくて、時期、場所を変更

する方向で御検討いただいてると聞いてお

ります。 

 次に、その黒丸の５つ目、給食関連でご

ざいます。休校としている間の給食費につ

いては、負担はいただいておりません。ま

た、急に給食を停止することになりました

ので、食材のロスは若干出ましたが、一部

廃棄対象となっていた肉類について、さま

ざまなところへ声をかけたところ、市内保

育園所が協力してくださって、食材を提供

することができました。これについては、

プレスリリースをしたこともありまして、

テレビ取材等がございました。 

 それから、多くの公共施設を閉めたり、

あるいは、活動の自粛をお願いしていった

りする中で、図書館だけは開館しました。

子どもの休業中の読書機会確保の観点から、

利用状況も多くないということもありまし

たので、本来この時期に、３月７日から 13

日までの６日間に蔵書点検休館という年１

回の棚卸しを毎年計画しているのですが、

それをやめまして、その期間を開館するこ

とにいたしました。開館の際も、席の椅子

を減らして、間隔をとり、常に換気し、手

すり等を１日に複数回消毒するというよう

な形をとって、現在も開館していただいて

おります。 

 あと、教育長から、子どもたちに読んで

いただけるような本、推薦図書を学校司書

の方にお願いしてつくっていただいて、こ

れもホームページに掲載しています。図書

館でも、これを拡大して置いてもらって、

子どもの学校休業中におすすめの本コーナ

ーをつくって活用をしていただいてます。 

 他の公共施設等では、市主催イベントを

中止、延期は現在も継続しております。ま

た、多人数が集まる行事等については、自

粛の要請をしております。 

 その他につきまして、今後の入学式、始

業式につきましては、卒業式同様に、感染

拡大予防のために、規模を縮小し、また、

工夫した上で実施するという形にしており

ます。入学式の日程は、小学校は４月６日、

中学校は４月７日、幼稚園は４月 10 日です。

始業式については４月８日の予定です。 

 それから、先ほど御質問がありましたが、

３月 11 日の府立高校の入学の選抜につい

ては、大きな混乱がなかったこと、それか

ら、４月 16 日に予定されていました全国学

力・学習状況調査は、一旦中止ということ

です。 

 次に、大阪府教育委員会教育長発出の資
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料をごらんください。こちらが今現在、最

新の資料となってございます。国が一昨日

示した学校再開に向けたガイドライン等が

載っております。 

 新型コロナウイルス感染症に対応した学

校再開ガイドラインという資料をごらんく

ださい。このように、資料のアンダーライ

ン部分等に注意しながら、学校を再開して

くださいということです。次のページに、

手洗いの仕方などが載っております。３ペ

ージをごらんいただきますと、②集団感染

のリスクへの対応ということで、箇条書き

が３点あります。換気の悪い密閉空間や、

多くの人が密集していたとか、近距離での

会話発声が行われたということが重なると、

感染拡大につながるということです。①換

気の悪い密閉空間にしないための換気の徹

底、②多くの人が手の届く距離に挟まらな

いための配慮、③近距離での会話や大声で

の発声を控える、この３点は絶対に避けま

しょうということです。 

 ４ページには、この３点を踏まえて、学

校では次のことに対応してくださいという

ことが２点書かれています。１点目、教室

の小まめな換気をしてください。できれば

２方向の窓をあけてください。２点目、近

距離での会話や発声の際、マスクを着用し

てください。多くの学校においては、人の

密度を下げることには限界があります。な

ので、会話や発声の必要な場合は必ずマス

クをしてくださいということです。 

 国が３つのポイントを示していますが、

学校再開では、換気の徹底と近距離での会

話の際はマスクを使ってくださいと、大き

く２点を注意、徹底してくださいとしてお

ります。 

 12 ページをごらんください。国が示しま

した 10 項目のチェックリストであります。

今現在、学校には、この 10 項目のチェック

をした上で、学校再開の準備をしてくださ

いと通知します。 

 大変長くなりましたが、以上です。 

 

○古川教育長 ただいまの報告に対し、御

質問・御意見等はございませんか。 

 栁澤委員。 

 

○栁澤委員 授業がいつから再開するかと

いうことは、まだ今の段階では決まってま

せんよね。 

 

○古川教育長 岡田教育部長。 

 

○岡田教育部長 今のところ、これらの項

目をクリアしていただいた上で、入学式も

始業式も実施し、順次授業再開と考えてお

ります。 

 

○古川教育長 栁澤委員。 

 

○栁澤委員 学校によっては、最近、６月

頃に運動会をしている小学校もあると思い

ますが、運動会の練習、当然、運動場では

ありますけれども、密集しますよね。新型

コロナウイルスの影響がどこまで終息して

いるかにもよると思いますが、やはり６月

に移行した学校の意図とすれば、９月の終

わり、10 月は暑いからということで時期を

変更していたと思います。時期につきまし

ては、各学校園の判断に委ねるんでしょう

けれども、例年どおりというわけにもいか

ない気がします。その点につきましては、

いかがでしょうか。 

 

○古川教育長 岡田教育部長。 

 

○岡田教育部長 各校で決めていただくス

ケジュールになります。やはり御心配いた

だいてますように、３月、４月の状況から

いうと、課題が生じるかもしれません。そ
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こは学校でしっかり検討いただいて、適宜

私たちにも御相談いただきながら、調整し

ていくと思っております。 

 

○古川教育長 よろしいでしょうか。 

 

○栁澤委員 はい。 

 

○古川教育長 ほかに御質問・御意見等ご

ざいますか。 

 太田委員。 

 

○太田委員 この休校期間中に、特に小学

校の低学年とか、中学年くらいの子どもた

ちは、臨時子どもの居場所づくり事業の利

用や、御家族の方と一緒に家にいるので、

先生方が家庭訪問をした際に、どこにいる

かというのは学校として全員把握をしてい

る状況ということですか。 

 

○古川教育長 岡田教育部長。 

 

○岡田教育部長 学校ごとに取組は若干違

いますが、電話で子どもの状況確認をされ

ている学校もございます。その場合は、こ

の期間中に２回ほど電話をいただいたりし

ているとのことです。一方で、毎週月曜日

に家庭訪問をしている学校もあり、生徒、

児童数の多寡に応じて形は違いますけども、

学校側では状況確認をいただいてるとと考

えております。 

 

○古川教育長 ほかに御質問・御意見等ご

ざいますか。 

 よろしいですか。 

 ほかにないようですので、以上で本報告

を終了いたします。 

 次に、日程第５、議案第１号、泉南市ス

ポーツ推進委員の委嘱についてを議題とい

たします。本議案の説明を西本生涯学習課

長からお願いします。 

 

○西本生涯学習課長 議案第１号、泉南市

スポーツ推進委員の委嘱について説明いた

します。 

 泉南市スポーツ推進委員に関する規則第

３条に基づき、委員は 20 名以内で構成する

こととなっております。今回の提案は、任

期満了に伴うものでございます。規則第４

条により、委員の任期は２年と定められて

おり、また、再任も可能となっています。

現在の人数は、20 名です。今回、宮本忠明

氏と篇原由美子氏、川端恵美子氏、藪内真

由美氏の４名が退任にされることとなりま

した。そして、新たに梅田和敬氏を新たな

委員としてお迎えさせていただき、合計 17

名の委嘱を提案させていただくものであり

ます。全員が適任者であると考えておりま

すので、御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

○古川教育長 ただいまの説明に対し、御

質問・御意見等はございませんか。 

 よろしいですか。 

 それではないようですので、以上で質

問・意見等を終了し、議案第１号を採決い

たします。 

 お諮りいたします。 

 本議案を承認することに御異議ございま

せんか。 

 全員異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号は承認することに決

定いたしました。 

 次に、日程第６、議案第２号、泉南市立

青少年センター運営委員会委員の委嘱につ

いてを議題といたします。本議案の説明を

山口教育部参事青少年センター館長からお

願いします。 

 山口教育部参事青少年センター館長。 
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○山口教育部参事 私から、議案第２号、

泉南市立青少年センター運営委員会委員の

委嘱について御説明申し上げます。 

 現在の泉南市立青少年センター運営委員

は、運営委員会規則第３条によりまして、

委員 20 名以内で組織するとなっておりま

して、現在 13 名いらっしゃいますが、令和

２年３月 31 日で任期満了となりますため、

記載しております５名の方を適任者と認め

委嘱をしたいと思いますので、承認を求め

るものでございます。 

 今回は、主に学識経験者の方５名を委嘱

させていただくという形にさせていただい

ております。吉永省三氏、田中千賀子氏は

再任で、冨楽清氏、西野武一氏、馬野博美

氏は新任となっております。なお、学校関

係者、泉南市職員につきましても、委嘱予

定ではございますが、人事異動の関係がご

ざいますことから、次回の定例会において、

改めて議案を提案させていただきたいと考

えております。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、御承

認賜りますようお願い申し上げます。 

 

○古川教育長 ただいまの説明に対し、御

質問・御意見等はございませんか。 

 よろしいですか。 

 ないようですので、以上で御質問・御意

見等を終了し、議案第２号を採決いたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 本議案を承認することに御異議ございま

せんか。 

 全員異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号は承認することに決

定いたしました。 

 次に、日程第７、議案第３号、泉南市教

育委員会規則及び泉南市事務分掌規則の一

部を改正する規則の制定についてを議題と

いたします。本議案の説明を桐岡教育総務

課長からお願いします。 

 桐岡教育総務課長。 

 

○桐岡教育総務課長 それでは、議案第３

号、泉南市教育委員会規則及び泉南市事務

分掌規則の一部を改正する規則の制定につ

いて説明させていただきます。 

 提案の理由といたしましては、泉南市事

務分掌条例が、12月市議会で改正されまし

たことによりまして、子ども部が創設され

たことと、国際化教育推進のため、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律に基づ

きまして、泉南市教育委員会事務局の内部

組織を変更する必要が生じたこと、以上の

２点から、規則の一部改正を提案するもの

でございます。 

 改正点につきましては、６ページをごら

んください。 

 ６ページ以降の補助資料としてつけてお

ります新旧対照表を御確認ください。まず、

泉南市教育委員会規則につきましては、第

９条、嘱託を削りまして、右側の指導主事、

社会教育主事、事務職員、技術職員に番号

を（１）から（４）までつけております。 

 それから、第 10条、事務局に置きます部

及び課につきましては、改正前の学務課、

指導課、これを（５）の指導課に統合して

おります。 

 それと、改正前の人権教育課、これを改

正後、（６）人権国際教育課と名称変更して

おります。 

 続きまして、７ページをごらんください。

泉南市教育委員会事務分掌規則につきまし

ても、同じ連動する形での改正を行ってお

ります。 

 まず、第２条、部課及び係の配置につき

ましては、（４）学務課、ア学事係、それと、

（５）指導課を統合いたしまして、改正後、

（４）指導課、ア学校指導係となっており

ます。それと、（６）人権教育課につきまし



- 15 - 

ては、改正後、（５）人権国際教育課として

おります。 

 続きまして、第４条、分掌事務につきま

しては、５学務課、（１）学校指導係のとこ

ろですけども、改正後、ア小中一貫に関す

ることというのを追加しております。 

 続きまして改正前の学務課学事係の分掌

事務、アからトまでの学務課、学事係の分

掌事務につきましては、改正後のコからフ

に記載しております。 

 それに伴いまして、８ページの改正前の、

６指導課の分掌事務、アからクの全てを、

これを改正後の７ページのイからケに持っ

てきておりますので、学務課と指導課の事

務を全て右側に移動している形になります。 

 それから、最後、第４条の８ページです

けれども、改正前の７人権教育課につきま

しては、名称を変更するとともに、分掌事

務につきましては、改正後、オ国際化教育

の推進に関すること、カ国際化教育に関す

る指導、助言に関することの２つの分掌事

務を追加する形となっております。 

 今回の議案第３号、泉南市教育委員会の

規則と事務分掌規則の一部を改正する規則

の制定につきましての説明は以上でござい

ます。御審議いただきますようよろしくお

願いいたします。 

 

○古川教育長 ただいまの説明に対し、御

質問・御意見等はございませんか。 

 大きく言えば、学務課と指導課を統合し

て、ＪＥＴプログラムを人権教育課で担当

することにしましたので、名称を人権国際

教育課にしました。あとは中身を調整した

ということです。 

 よろしいですかね。 

 ないようですので、以上で質問・意見等

を終了し、議案第３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本議案を承認することに御異議ございま

せんか。 

 全員異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号は承認することに決

定いたしました。 

 次に、日程第８、議案第４号、令和元年

度大阪府泉南市一般会計補正予算に係る要

求（案）（教育委員会所管分）についてを議

題といたします。本議案の説明を桐岡教育

総務課長からお願いします。 

 桐岡教育総務課長。 

 

○桐岡教育総務課長 それでは、議案第４

号、令和元年度大阪府泉南市一般会計補正

予算に係る要求（案）（教育委員会所管分）

について、説明させていただきます。 

 この補正予算につきましては、新型コロ

ナウイルス感染症の予防対策のために実施

しました小・中学校の臨時休校に伴いまし

て、給食を停止したことにより発生した経

費です。主に、キャンセルできずに購入し

た食材費と、それにかかった処分の費用、

それと、保護者へ給食費を返還するために

発生した振り込みの手数料等となってまい

ります。この２つを国が市を通して支援す

るため、今回、国庫補助金を歳入として計

上するものでございます。 

 １番目、総括といたしまして、教育総務

課の歳入 140 万 2,000 円。合計が 140 万

2,000 円としております。 

 ２番目、歳出といたしまして、新型コロ

ナウイルス感染症対策として支援される学

校臨時休業対策補助金小学校分として、79

万 7,000 円。それから、同じく中学校分と

いたしまして、60 万 5,000 円。合計 140 万

2,000 円となっております。 

 説明につきましては、以上でございます。

御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

 

○古川教育長 要するに国庫補助金で全額
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出るということですね。 

 

○桐岡教育総務課長 そうです。 

 

○古川教育長 ただいまの説明に対し、御

質問・御意見等はございませんか。 

 ないようですので、以上で質問・意見等

を終了し、議案第４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本議案を承認することに御異議ございま

せんか。 

 全員異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号は承認することに決

定いたしました。 

 次に、日程第９、議案第５号、学校教育

の重点施策についてを議題といたします。

本議案の説明を阪上教育部次長兼人権教育

課長からお願いいたします。 

 阪上教育部次長兼人権教育課長。 

 

○阪上教育部次長兼人権教育課長 失礼い

たします。議案第５号、令和２年度泉南市

教育重点施策（ＳＥＰＰ2020）について御

説明を申し上げます。 

 この重点施策につきましては、例年、定

例会で提案をさせていただいておりますけ

れども、この令和２年度につきましては、

かねてからお話ししてますように、ＪＥＴ

プログラムがスタートし、ＧＩＧＡスクー

ル構想等で学校のＩＣＴ化が進むというこ

とで、１つ大きな節目の年になるというふ

うに考えています。 

 そこで、この泉南市教育重点施策につい

ては、泉南市教育大綱及び教育振興基本計

画に基づいた、令和２年度における重点的

に実施する施策をまとめたというものでご

ざいます。今年度、古川教育長に御提示し

ていただいた泉南市教育振興３プラン（Ｓ

ＥＰＰ３）を融合して、より重点化してわ

かりやすく構成しております。 

 ２ページをごらんください。 

 ４つの柱がございますけれども、一番大

きいのが、この国際化教育（ＳＥＰＰ１）

ということです。１点目として、就学前か

ら小・中学校まで連携した国際交流、国際

化教育を推進していくということが大きな

柱です。ＪＥＴプログラムの外国青年たち

が来日するということで、我々も楽しみに

しております。 

 コメ印の３行目に書いておりますけれど

も、中でもＳＥＡ（スポーツ国際交流員）

につきましては、全国でもあまり例がない

取組です。水泳、サッカー、野球という３

種目をメインに、10 月からになりますけれ

ども、学業だけではなく、スポーツも推進

するということで力を入れてまいります。 

 その下の四角囲みの部分につきましては、

教育振興基本計画にも示しております指標

に基づいた、今年度、国際交流、国際化教

育の推進の中で達成するためにこういうと

ころを目指して頑張りますという１年間の

指標です。 

 ２点目は、英語検定試験を市内会場で実

施しますということです。ことしは、小学

生も対象とした実施を検討していきますと

いうことです。 

 ３点目は、ワールドマスターズゲームズ

2021 関西に関する国内外への広報を強化

していきますということです。これにつき

ましては、東京オリンピックの先ほどから

あるような都合もありますので、変更して

いくかもしれません。 

 ３ページをごらんください。 

 ２つ目の柱は、ＩＣＴ教育（ＳＥＰＰ２）

ということで、これが今までの泉南市の教

育とは大きく変わった１つの流れになって

いこうかと思います。 

１点目、学校内に高速通信ネットワーク

の整備をし、小・中学校の子どもたちにパ

ソコン等の整備を始めていきます。教育委
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員会としては、初年度は、小学校５年生、

６年生、中学校１年生、この３学年にわた

って、整備を進めていけたらというように

考えております。 

 ２点目につきましては、新学習指導要領

に基づいたプログラミング教育を進めてい

くということです。 

 ３点目は、さらにこのあたりを強化して

いくために、ＩＣＴ支援員を雇用する予算

をつけていただいておりますので、専門家

の力をお借りして、学校のプログラミング

教育のサポートをしていきたいというふう

に考えております。 

 ４ページをごらんください。 

３つ目の柱は、小中一貫教育（ＳＥＰＰ

３）です。こちらにつきましては、もうか

ねてから懸案事項でありました。１点目に、

泉南市独自の小中一貫教育を構築の中には、

１つ目の柱である国際化教育（ＳＥＰＰ１）

の部分でもお話ししたように、ＳＥＡ（ス

ポーツ国際交流員）の活用について、小・

中学校の教員の交流も検討しております。 

２点目に、学校の再編計画を策定すると

同時に、調整区問題も解決に向けた方向性

を示していくということでお示しをしてお

ります。 

 ５ページごらんください。 

 最後に、４つ目の柱は、教職員研修（Ｓ

ＥＰＰ４）です。やはり学校教育の底上げ

のためには、先生方にいかに優秀な質の高

い研修をしていくかということになります。 

 １点目は、校内研修、校外研修、自己研鑽
さん

の機会の増加、内容の充実です。来年度、

一番大きな変化としては、学校教育アドバ

イザーを、元公立学校の校長にお願いする

予定となっております。このアドバイザー

に各学校を回っていただいて、先生方の研

修の受講状況や、質の状況を分析していた

だいて、さらに研修の機会をふやす工夫を

してまいります。 

 ２点目は、授業力向上による学力の向上

です。授業力の向上とともに、全国学力・

学習状況調査の実績をあげていきたいと考

えております。 

 ３点目、４点目につきましては、不登校

やいじめ問題は、年々深刻な状況になって

いるという現状があるので、泉南市で力を

入れていかなければならないところであり

ます。その意味で、人権教育を柱に据えな

がら、先ほど申し上げました、学校教育ア

ドバイザーを含めた教育センター機能を新

たに構築して強化していくことで、学校と

教育センター機能を使った形で、いじめ、

不登校の数を減らしていくことを目指して

まいります。 

 ６ページをごらんください。 

今申し上げましたＳＥＰＰ１からＳＥＰ

Ｐ４までを概要版としてまとめたものにな

っております。 

 以上、簡単ではございますが、令和２年

度泉南市教育重点施策についての説明を終

わります。 

 

○古川教育長 ただいまの説明に対し、御

質問・御意見等はございませんか。 

 大分、令和元年度の重点施策から変更し

ています。令和元年度の重点施策は、網羅

的に項目がずらっと並んでいました。こと

し、ＳＥＰＰ３というものをつくったので

すが、それよりも、泉南市の教育の特徴は

何かと言われたら、はっきりと答えること

のできるようなポイントを絞った重点項目

を抽出しました。その上で、先日御議論い

ただいた教育振興基本計画に書かれている

一つ一つの項目は、丁寧に実施し、年度が

終わってから、点検いただくものに対象に

なりますから、それは全てやっていくんで

すけども、その中でも、特に力を入れて、

予算を獲得していくものとして、こちらの
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４点を抽出したということになります。 

 栁澤委員。 

 

○栁澤委員 先ほどＩＣＴ教育の部分で、

小学校５年生、６年生、中学校１年生を中

心に整備を進めていくとおっしゃられてい

ましたが、これから先も小学校５年生、６

年生、中学校１年生を中心に整備を進める

のですか。ここからスタートして３年後に、

中学校でいいますと３年生、２年生、１年

生が全員ＩＣＴ教育を受けているというこ

とを目指してされているのですか。 

 

○古川教育長 岡田教育部長。 

 

○岡田教育部長 ＩＣＴ関係の整備につき

ましては、国が大きくその事業を行うとい

うことで進めておられます。ＧＩＧＡスク

ール構想です。まず来年度には、各学校の

ＬＡＮ回線の基盤を太くして、高速対応す

ることと、先ほど御指摘の小学校５、６年

生と中学校１年生の一人一台端末を入れて

いこうと計画しております。国の計画と同

じ形で歩みを進めようと思っているのです

が、その翌年度には、中学校２年生、３年

生にも一人一台、そのさらに先、翌々年度

には、小学校３年生、４年生、そのさらに

先には、小学校１年生、２年生ということ

で、各年度に、一人一台パソコンを充実さ

せていこうと計画しております。よろしく

お願いします。 

 

○古川教育長 国の計画に沿った形で整備

していこうと考えております。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 片木委員。 

 

○片木委員 引き続き、ＩＣＴ教育につい

てですが、泉南市は他市と比べましてこの

部分は弱点でしたよね。こういう形で、文

部科学省も、ＧＩＧＡスクール構想を推進

していただいてるのは、非常にありがたい

ことです。ＩＣＴ支援員についてですが、

適当な方が見つかっているのでしょうか。

教員の方の中にも、ＩＣＴの分野について

は非常に得意な方と、不得意な方というの

は差が大きいと思うんですね。だから、現

場で支援していただく、ＩＣＴ支援員は、

非常に大事な役割を果たすかと思います。

その辺の状況はいかがでしょうか。 

 

○古川教育長 岡田教育部長。 

 

○岡田教育部長 来年度、ＩＣＴ支援員と

して、１名任用したいと考えております。

しかし、それに向けた募集について応募が

ゼロでございましたので、今後、やり方を

検討していくというところでございます。 

 

○古川教育長 どなたかお知り合いでなっ

てくださる方いらっしゃったら御紹介いた

だければありがたいです。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 片木委員。 

 

○片木委員 ＳＥＰＰ４の教職員研修の部

分ですけれども、泉南市の課題として、か

ねてから言われている、学力向上があるか

と思いますが、この予算書を見ておりまし

たら、学力向上に対しての予算は、非常に

少なく、従来から全然変わっていないよう

に感じますがいかがでしょうか。 

 

○古川教育長 新納指導課長。 

 

○新納指導課長 先ほどの予算のところで

いいますと、指導課の教育推進事業の学力

向上用講師謝礼、140 万円についてですが、

今年度につきましても、各小・中学校で校

内研修を実施していただき、外部講師の方
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をお招きして、これまで以上に、授業改善

に直接結びつくような研修を実施していた

だいたとに考えています。なかなか予算上、

我々が直接的な形で介入していけるような、

学力向上策というのは、打ち出せていない

というのが現状ですが、このような形で、

学校現場での授業改善を推進していけるよ

うな形での予算という形で計画していると

ころです。 

 

○古川教育長 片木委員。 

 

○片木委員 他市の取組ですが、学校の教

職員の定員以外に、重点的な支援が必要な

学校については、市単費で何名か採用して

いるという市もあります。これは、我々と

同じような学力向上についての課題を持っ

ている自治体ですけども、そういう形で、

人員確保に努めているというような話を聞

きます。人件費に関しましては、非常に大

きな金額が発生しますので、市の方針とし

て、市長が、子どもたちの学力向上に重点

的に取り組むと打ち出すくらい力を入れな

いと、なかなか要求も通らないと思います。

しかし実際、この学力向上を、一番の最重

要課題として取り組んでいる市町村は、市

町村の財源で職員を配置しているというと

ころもあると聞いています。泉南市の場合

は、140 万円くらいの金額でずっときてい

ますね。だから、研修を充実しましょうと

いうことばかりで、先生個人の努力に頼っ

ているような気もいたします。以前は、予

算がついても、未消化の部分があったり、

実態が伴っていないということがあった気

がいたします。ここに大きなテーマとして

学力向上と掲げているわけですから、中身

の伴うような形の内容にしていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

○古川教育長 岡田教育部長。 

 

○岡田教育部長 御指摘、御意見本当にあ

りがとうございます。学力向上に向けて、

市の財源で、教職員を配置することは有効

な施策だと考えております。来年度からで

きたことというのが、例えば、令和２年度

泉南市教育重点施策の５ページをごらんく

ださい。学校教育アドバイザーということ

で、その学校に入って支援していただける

ような教員ＯＢの方を任用できるようにな

りました。これにつきましては教育長の強

いプッシュがございまして、そういう方を

１名、配置することができました。 

 それから、御指摘の市の財源で、学校に

在籍していただく教員についての予算も、

教育長御指導の下、名目としては、小中一

貫教育の推進というような形で、複数名配

置できるくらいの予算要求はさせていただ

いたとこでございます。予算の確保に至ら

なかったのは、私どもの力が至らなかった

ものでございます。今後も、そういったと

ころで努力はしてまいりたいと思います。 

 以上です。 

 

○古川教育長 先ほどチャレンジテストの

結果をごらんいただいたように、学力につ

きまして、泉南市は以前より課題があるわ

けでございます。学力向上をこの重点施策

に改めて位置づけさせていただいたのは、

今、片木委員から御指摘いただいたのと全

く同じ思いでございます。今後、来年度に

向けまして、年度途中でも何らかのてこ入

れ的な予算で有効なものがありますれば、

私どもにも、御提案いただいて、予算化に

向けて考えていかなくてはいけないと思っ

ている次第でございます。 

 あとはいかがでしょうか。重点施策につ

いてほかにございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、ないようですので、以上で質
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問・意見等を終了し、議案第５号を採決い

たします。 

 お諮りいたします。 

 本議案を承認することに御異議ございま

せんでしょうか。 

 全員異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号は承認することに決

定いたしました。 

 次に、その他といたしまして、これまで

の議案のほかに御質問・御意見はございま

せんでしょうか。 

 ないようでございますので、以上で本日

の日程は全て終了いたしました。 

 次回、泉南市教育委員会令和２年第４回

定例会の日程についてお諮りしたいと思い

ます。原則第２火曜日ということでありま

すので、４月 14 日になりますが、日程につ

いて桐岡教育総務課長から提案をお願いし

ます。 

 桐岡教育総務課長。 

 

○桐岡教育総務課長 次回の定例会につき

まして、４月の後半を考えておりまして、

４月 21 日の火曜日から 30 日の木曜日まで

の間で３時以降を考えておりますけども、

いかがでしょうか。 

 

（日程調整） 

 

○古川教育長 ありがとうございます。 

 それでは、次回の教育委員会定例会の開

催日時は、令和２年４月 23 日木曜日午後３

時といたします。 

 以上をもちまして、泉南市教育委員会令

和２年第３回定例会を閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

 

 

署 名 （           ） 

    （           ） 


